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【 議 事 録 】

日程第１ 開会                       （午前９時 30 分開会）

教育長）

皆さん、おはようございます。９月も半ばを過ぎましたけれど、３０度を超す毎日です。

若干温暖化の気配を感じているところです。今日の議題についてですが、お手元の議題を見

ていただいて、議案、報告協議の中で、公開になじまないものがあれば、最後に回して審議

したいと思いますが、いかがいたしましょうか。

清胤委員）

議案第 1９号令和５年度安芸太田町教育支援委員の委嘱については、人事に関する案件で

すので審議は非公開が適当ではないかと思います。

教育長）

他にご意見ございませんか。

（意見なし）

教育長）

それでは、ただいまの清胤委員の発議について採決をします。

議案第 19 号令和５年度安芸太田町教育支援委員の委嘱については、公開しないという意見

に賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

教育長）

  全員賛成と認めます。

したがいまして、本日の議題は議案第１９号を公開しないで審議することといたします。

日程第２ 教育長報告

１ ９月の学校等の状況（8月 29 日～）

  ① ９月定例議会開会（9月 1日～15 日）

  ② 科学アカデミー・高学年・中学年（9月 9日）川・森・文化・交流 C

  ③ 小学校運動会（9月 9日）戸河内小

  ④ 認定こども園運動会（9月 16 日）とごうち

  ⑤ 【予定】議会総務常任委員会による学校視察（9月 21 日）加計小学校

  ⑥ 【予定】認定こども園運動会（9月 23 日）あさひ

  ⑦ 【予定】安芸太田町女性会主催人権トーク落語（9月 30 日）川・森・文化・交流 C

  ⑧ 【予定】殿賀・八幡神社流鏑馬（10 月 1 日）流鏑馬馬場

  ⑨ 【予定】全国町村教育長理事会（10 月 5 日～6日）東京

  ⑩ 【予定】山の日イベント・もみじウォーキング（10 月 8 日）深入山

  ⑪ 【予定】山県郡小学校陸上記録会（10 月 13 日）北広島町運動公園

  ⑫ 【予定】全国登山 R７年度インターハイ現地視察（10 月 13 日～15 日）恐羅漢山他

  ⑬ 【予定】教育委員による学校訪問（10 月 16 日・23 日）加計地区・戸筒地区



  ⑭ 【予定】科学アカデミー・高学年・中学年（10 月 21 日）川・森・文化・交流 C

  ⑮ 【予定】遊び・学び・育つ安芸太田っ子の集い（10 月 25 日）戸河内ふれあい C

２ ９月定例議会（９月１日～15 日）（再掲）

  （一般質問）

  ① 角田伸一議員

   ア 龍頭ハウス（配食サービス）：新たな配色サービス拠点の使用について

     龍頭ハウスから黎明館への移転

  ② 佐々木美知夫議員

   ア 令和５年度：子育て・教育・次世代育成事業の進渉と成果について

     教育大綱、森のようちえん、学校環境整備（筒賀小 LED 、加計中空調設備）

  ③ 大江厚子議員

   ア 安芸太田小中における平和教育について

    ・町内小中学校の平和教育の目的・内容・評価について

    ・今後の課題について

    ・広島市教委は平和教育教材「ひろしま平和ノート」から「はだしのゲン」などの記

述を削除した。町ではこれらを教材として使うことに対し、どのような考えを持っ

ているか。

  ④ 影井伊久美議員

   ア 教育・子ども達の環境について

    ・全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題と方策について

    ・不登校児童への対応について

   イ 子育て環境の充実について

    ・ファミリーサポート事業推進について

３ 産学フォーラム（BUF）・広島大学・安芸太田町連携による寄付講座事業について

４ ２学期の取組みから

  ① 研究大会、研究公開の諸準備については、町外からの学校視察者に対する気配りと、

もてなしの心

   ② 「学校へ行こう週間」の取組み

   ③ 文化祭・学校発表会の取組み

５ 服務規律の徹底について

・交通事故の未然防止

・教職員による不祥事の未然防止

教育長）

  それでは私の方から以上です。何かご質問ございますか。

池野議員）

   新聞等見ていますと、民間業者の高校の寮の食事や出来なくなって契約不履行になったと

聞きますが、給食について経営環境は同一のものであると思うんですが、そこら辺のリアク

ションはありますか。

園田次長）

   この件につきましては、広島に本社がある会社が全国的にいろいろな問題が起きていると



ころですが、本町で委託契約している業者は、認定こども園とごうちの給食と今年度４月か

ら加計共同調理場の給食の業務を委託しております。新聞報道でもありますが、入札金額に

無理があったのが原因ではないかと思います。業者にも確認をしましたが、安芸太田町との

契約では業者からの見積もりを基にプロポーザル形式で随意契約をしていますので、その中

で人件費を確認したり、こども園とごうちでしたら食材費を含めたものですから、しっかり

話をして来年度へ向けて新たな不具合が生じることがあるようでしたら、その時に、食材費

が高騰するようでしたら食材費が高騰するように考えて、人件費も最低賃金がありますの

で、協議しながら来年度の契約に向けて対応していきたいと考えています。

  （意見なし）

日程第３ 議事

教育長）

  議案第 20 号安芸太田町立学校出勤簿管理要領の一部改正についてを議題とします。

清水主幹）

  （安芸太田町立学校出勤簿管理要領の一部改正について説明）

教育長）

  説明は以上ですが、何かご質問ありますか。

（意見なし）

教育長）

  それでは採決します。議案第 20 号安芸太田町立学校出勤簿管理要領の一部改正について

  原案のとおり賛成の方は、挙手をお願いします。

（全員挙手）

教育長）

  全員賛成と認めます。よって、議案第 20 号安芸太田町立学校出勤簿管理要領の一部改正

については、原案のとおり可決します。

日程４ 報告・協議

教育長）

報告協議１科学アカデミーについてを議題とします。

清水主幹）

  （科学アカデミーについて説明）

  



教育長）

何かご質問とか直接見られての感想でもけっこうです。

小田委員）

子どもが参加させていただいてありがとうございます。

小さな子にも詳しく説明していただいたので、望遠鏡の周りに絵を描くんですけど、皆さん

個性があるなと感心しました。皆さん素敵な望遠鏡が出来上がり逆さまに映って楽しく対話

になっていて、外の景色を見て勉強になっていたようです。

清胤委員）

  なぜ、反対に。

教育長）

  普通一眼でも二眼でも双眼鏡は逆さまには見えません。凸レンズと凹レンズの凹レンズを

うまく使うと普通に見える。凸レンズだけで作っているので逆さまに見えます。

人数が少なかったからですが、多いと難しかったかもしれないです。加計高校の生徒にも

声をかけて興味があれば補助に来ていただきたいと思います。

教育長）

  報告・協議２教育大綱の改定についてを議題とします。

清水主幹）

   （教育大綱について説明）

教育長）

町長としては可能な限り熟議に参加したい。冒頭で推進の説明もしたい。関わってきた四

人の委員の方がおられます。可能な限り一人ずつでも覗いていただくということを考えてい

ます。対象グループの中に教育委員を入れていただいていたんですが、それは教育大綱をや

る前に総合教育会議があってそれは何もないんじゃないかということも私の方で言わせて

いただきました。教育委員会の教育委員としてだけで熟議をすることについては問題ないん

ですが、町長が出席すると総合教育会議の位置づけになるので、おいておくこととしました。

また、このことについて教育委員会議で何回かに分けて意見交換する機会を作っていきた

い。進め方とか現状について何かご質問とかご意見等ございませんか。

（意見なし）

日程第３ 議事 （非公開により審議）

教育長）

それでは日程第３議案第 19 号令和５年度安芸太田町教育支援委員の委嘱についてを議題

とします。



清水主幹）

  （安芸太田町教育支援委員の委嘱について説明）

教育長）

それでは、議案第 19 号令和５年度安芸太田町教育支援委員の委嘱について原案のとおり

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

教育長）

全員賛成と認めます。よって議案第 19 号令和５年度安芸太田町教育支援委員の委嘱につ

いては原案のとおり可決いたしました。

以上で議案、報告協議はすべて終わりました。

次回の教育委員会議の日程調整をお願いします。

(次回の教育委員会議の日程調整)

10 月 16 日月曜日ということでお願いします。

以上で令和５年第９回教育委員会議を終わります。ありがとうございました。

（午前 10 時 21 分 閉会）


